
秋田県内市町村の橋梁の維持管理、
橋梁点検、補修の現状について

令和７年度 秋田道路維持支援センター主催 第２回技術講習会



０．激甚化・頻発化する自然災害への対応



発生年月 被災した主な河川 発生年月 被災した主な河川 発生年月 被災した主な河川
芋川（由利本荘市） 上溝川（横手市） 太平川（秋田市）

淀川（大仙市） 内川川（五城目町）

新城川（秋田市） 下内川（大館市） 石沢川（由利本荘市）※県管理区間

平成10年8月
梅雨前線による豪雨

平成29年7月
梅雨前線による豪雨

令和5年7月
梅雨前線による豪雨
主な被害
 全壊 　　　 11戸
 半壊        2,459戸
 床上浸水    579戸
 床下浸水 3,042戸
 （秋田市全体）
 

主な被害
 床上浸水   13戸
 床下浸水   86戸
 冠水面積 450ha
　（流域分）

主な被害
 床上浸水  204戸
 床下浸水  309戸
 （流域分）

主な被害
 半壊            1戸
 床上浸水   17戸
 床下浸水   66戸
　（大館市全体）

主な被害
 半壊      　345戸
 床上浸水     67戸
 床下浸水   196戸
 （五城目町全体）
 

主な被害
 全壊      　   1戸
 半壊           42戸
 床下浸水    53戸
 （由利本荘市全体）

主な被害
 床上浸水  26戸
 床下浸水  39戸
 （流域分）
 

令和4年8月
前線による豪雨

令和6年7月
梅雨前線による豪雨

主な被害
 床上浸水   262戸
 床下浸水   327戸
 農地冠水   237ha
　（流域分）

平成19年9月
前線による豪雨

激甚化・頻発化する自然災害への対応
■平成以降の大規模な水害の発生状況



激甚化・頻発化する自然災害への対応

［出典：秋田県建設部資料］

■太平川（雄物川流域）氾濫状況（令和５年７月）

R5.7.15撮影

広面地区（城東十字路付近)冠水状況

R5.7.15撮影楢山地区 流下状況

R5.7.15撮影

広面地区(広面大橋付近)冠水状況

R5.7.15撮影

旭川合流点

①

②

③

①

②

③

明田地下道冠水状況 R5.7.15撮影
④

④



激甚化・頻発化する自然災害への対応

［データ出典：秋田県防災ポータル］

■過去３カ年の土木施設等の被害状況

（単位：件、千円）

注）１ 令和5年7月被害状況のみ、「査定決定額」との表記あり

〇全国的に自然災害が頻発する中、本県においても令和４年から毎年のように水災害が発生
〇特に、令和５年７月は、秋田市で5,000棟を超える家屋が浸水被害に遭うなど、全県で甚大な被害

     が発生したほか、複数の県管理ダムで事前放流や緊急放流なども実施
〇治水対策に取り組んでいるものの、対策が追い付かず同じ河川で連続して氾濫が発生

例 三種川、内川川：R4～R6、小阿仁川：R4～R5、五反沢川：R4・R6

件数 金額 件数 金額 件数 金額
河川 238 6,778,000 73 1,293,300 311 8,071,300
道路 32 899,000 71 1,767,140 103 2,666,140

その他 1 40,000 1 20,000 2 60,000
計 271 7,717,000 145 3,080,440 416 10,797,440

河川 238 14,008,747 61 1,136,574 299 15,145,321
道路 23 1,405,634 79 1,443,836 102 2,849,470

その他 1 260,519 5 1,227,855 6 1,488,374
計 262 15,674,900 145 3,808,265 407 19,483,165

河川 66 3,941,600 72 4,433,030 138 8,374,630
道路 37 1,657,000 170 8,752,950 207 10,409,950

その他 3 72,000 3 72,000
計 103 5,598,600 245 13,257,980 348 18,856,580

令和4年
8月3日

8月9日～
(2回）

氾濫：13河川
　下内川、三種川、
　小阿仁川、引欠川等
その他：橋梁、公園

令和5年
7月14日～

氾濫：16河川
　太平川、新城川、
　内川川、馬場目川等
その他：橋梁、下水道等

令和6年
7月24日～

氾濫：11河川、13区間
　子吉川、石沢川
　三種川、五反沢川等
その他：水道、橋梁

備  考年度 種別
県分 市町村分 合  計



■９月２日からの大雨の状況
〇前線の影響により、北部を中心に記録的な大雨
となり、５地点で24時間降水量が観測史上１位
の値を更新

・北秋田市比立内 24時間降水量 236.5mm
・鹿角市八幡平 24時間降水量 222.0mm
・北秋田市脇神 24時間降水量 213.0mm
・大館市大館 24時間降水量 205.0mm
・能代市能代 24時間降水量 181.5mm 
〇特に、能代市能代や鹿角市八幡平では３時間及
び６時間降水量も観測史上１位の値を更新

・能代市能代 ３時間降水量 105.0mm
６時間降水量 123.0mm

・鹿角市八幡平 ３時間降水量 84.5mm
６時間降水量 112.5mm  

〇河川は、仏社川（上小阿仁村）、内川川（五城
目町）、悪土川（能代市）など、県管理の18河
川が氾濫した。 

〇また、秋田市、能代市、大館市、北秋田市、上
小阿仁村、三種町、五城目町等で住家の一部破
損や床上浸水、床下浸水が発生した。

激甚化・頻発化する自然災害への対応

［データ出典：秋田気象台、国土交通省東北地方整備局］

■令和７年度に発生した自然災害の概況

（単位：件、千円）

河川氾濫の状況

気象レーダー



件数 金額 件数 金額 件数 金額
河川 42 8,341,000 13 628,450 55 8,969,450
道路 6 230,000 17 491,630 23 721,630

その他 1 6,000 1 6,000
計 48 8,571,000 31 1,126,080 79 9,697,080

河川 89 4,420,000 12 205,960 101 4,625,960
道路 7 245,000 19 568,930 26 813,930

その他 3 109,000 3 109,000
計 99 4,774,000 31 774,890 130 5,548,890

河川 134 12,831,000 25 834,410 159 13,665,410
道路 14 500,000 44 1,245,560 58 1,745,560

その他 3 109,000 1 6,000 4 115,000
計 151 13,440,000 70 2,085,970 221 15,525,970

備  考年度 種別
県分 市町村分 合  計

8月19日～

氾濫：6河川
　檜木内川、摩当川、
　悪土川　等
その他：水道

9月2日～

氾濫：18河川
　内川川、小阿仁川、
　三種川、悪土川　等
その他：砂防

令和7年度
発生分
合計

氾濫：19河川
　摩当川、蟹沢川、
　悪土川等5河川は
　複数回氾濫

激甚化・頻発化する自然災害への対応

［データ出典：秋田県防災ポータル］

■令和７年９月末までの豪雨等における土木施設等の被害状況

（単位：件、千円）

注）令和７年１０月６日現在。

〇令和７年度は、８月以降頻繁に非常に激しい雨が降り、複数回にわたって災害が発生
〇８月19日から21日にかけては、前線の影響により断続的に激しい雨が降り、仙北市桧木内で総降水

     量が319.0mmを観測するなど、平年８月の月降水量を上回った地点があった。
仙北市桧木内  48時間降水量 319.0mm、 72時間降水量 319.0mm ⇒ 観測史上１位

〇河川は、これまでに19河川が氾濫し、摩当川、蟹沢川（北秋田市）、悪土川（能代市）など５河川
では複数回氾濫が発生した。



１．橋梁点検の実施と点検結果に基づく老朽化対策



急激に進む老朽化への対応

秋田県内の道路延長は約23,900kmにおよび、その中で橋梁は約11,900橋、トンネルは約170箇所であるが、
その多くが高度経済成長期に建設され、老朽化が急激に進行している状況
建設後50年を経過した橋梁は、約3,700橋で全体の約41％（令和6年3月末現在）であり、10年後には64％、

20年後には全体の81％の約7,200橋まで増加するため、老朽化対策の推進は不可欠

■県内の橋梁の現状

（橋：累計）（橋）

［出典：秋田県道路メンテナンス会議資料］

累計：8,880橋

建設年不明：約3,000橋



急激に進む老朽化への対応

橋梁、トンネル等の道路構造物について、全て
の道路管理者は平成26年度から５年に１度の頻度
で近接目視による点検を実施しており、令和６年
度からは３巡目の点検を実施
点検により健全性の診断を実施した後に措置方

針を決定するなどメンテナンスサイクルを構築し、
計画的・効果的に長寿命化に向けた修繕、架替や
集約・撤去などを実施

老朽化対策の基本方針は、「事後保全型」の管
理手法から、「予防保全型」の管理手法への転換
とし、重要度の高い橋梁より順次転換を図り、長
期的な維持管理費の縮減を目指す。

■健全性の診断区分と老朽化の基本方針

［出典：国土交通省東北地方整備局、 秋田県道路メンテナンス会議資料］

内　　容

表　管理手法（予防保全型、事後保全型）

橋梁に発生する損傷や劣化が重大になる前に、軽微な損傷のう
ちに適切な対策を行うことで維持管理していく手法

橋梁に発生する損傷や劣化が重大になってから事後的に必要な
対策を行うことで維持管理していく手法

予防保全型

事後保全型

管理手法

図 メンテナンスサイクル イメージ
図 予防保全の効果

 健全

 予防保全段階

 早期措置段階

 緊急措置段階

道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措
置を講ずることが望ましい状態

道路橋の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高
く、緊急に措置を講ずべき状態

道路橋の機能に支障が生じている可能性があり、早期に措置を
講ずべき状態

道路橋の機能に支障が生じていない状態

表　健全性の診断の区分

健全性区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

定　　義



［出典：国土交通省（令和8年度予算概算要求資料）］

急激に進む老朽化への対応



過年度における橋梁点検結果

１巡目点検（2014～2018年度）における全管理者の判定区分は、区分Ⅲは11％（1,345橋）、区分Ⅳは
0.1％で、いずれも市町村が管理する橋梁（11橋）となっている。
２巡目点検（2019～2023年度）における全管理者の判定区分は、区分Ⅲは11％（1,305橋）、区分Ⅳは

0.1％で、いずれも市町村が管理する橋梁（16橋）となっている。

■橋梁の過年度の点検結果（判定区分別）

［データ出典：秋田の道路メンテナンス概要（2025年3月）］

●１巡目点検 ●２巡目点検

表 ２巡目点検 判定区分毎 橋梁数表 １巡目点検 判定区分毎 橋梁数 （単位：橋）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
国土交通省 631 211 362 58 0
高速道路会社 369 101 247 21 0

県 2,265 78 1,900 287 0
市町村 8,494 2,237 5,302 939 16
合計 11,759 2,627 7,811 1,305 16

判定区分
管理者 点検

実施数

（単位：橋）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
国土交通省 683 226 382 75 0
高速道路会社 369 28 325 16 0

県 2,263 206 1,819 238 0
市町村 8,653 2,875 4,751 1,016 11
合計 11,968 3,335 7,277 1,345 11

管理者 点検
実施数

判定区分



過年度における橋梁点検結果
■判定区分Ⅰ・Ⅱの施設の５年後の判定区分Ⅲ・Ⅳへの遷移状況

1 巡目の2014～2018 年度の点検で、判定区分Ⅰ及びⅡに診断された施設のうち、修繕等の措置を講じない
まま、２巡目の2019～2023 年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）へ
遷移した割合は、全道路管理者で約4％となっている。
建設年数別では、特に建設後41 年以上となる橋梁は建設後経過年数に比例して、判定区分Ⅰ・Ⅱから判定

区分Ⅲ・Ⅳに遷移した割合が高くなる。

区分Ⅳ判定の橋梁は速やかな対策が必要であるほか、区分Ⅲ判定の橋梁についても利用状況等に応じ優先
順位付けを行い、早期に修繕措置に着手する必要あり
（例 跨線橋、跨道橋、重要物流道路の指定状況、橋長100ｍ以上の長大橋、代替路の無い橋梁 など）

５年度

［データ出典：秋田の道路メンテナンス概要（2025年3月）］



過年度の点検（2014～2023 年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき
状態（区分Ⅳ）と判定された橋梁のうち、修繕等の措置に着手した割合は、2023 年度末時点で国土交通省
86%、高速道路会社57%、県59%、市町村23％と地方公共団体の対応が遅れている状況

判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置状況
■橋梁の判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況（道路管理者別）

［データ出典：秋田の道路メンテナンス概要（2025年3月）］

※修繕等措置には、補修や補強などの施設の機能や耐久性等を維持又は回復するための「対策」のほか、「撤去」、定期的あるいは常時の「監視」、緊急に措置を講じ
ることができない場合などの対応としての「通行規制・通行止」があるが、実施状況の集計からは「監視」は除く。
※1：１巡目の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。
※2：２巡目点検で再度Ⅲ、Ⅳと診断された施設でも、1 巡目点検に対する措置が完了した施設は含む。
※3：２巡目の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。

（令和6年3月末時点）

措置が必要 措置に着手済 未着手 措置が必要 措置に着手済 未着手
な施設数 の施設数 うち完了 施設数 な施設数 の施設数 うち完了 施設数

    Ａ ※1 Ｂ     Ｃ ※2 Ｄ     Ａ ※3 Ｂ Ｃ Ｄ
（B/A） （C/A） （D/A） （B/A） （C/A） （D/A）

71 64 0 50 11 8
(100%) (90%) ( 0%) (86%) (19%) (14%)

16 9 0 12 6 9
(100%) (56%) ( 0%) (57%) (29%) (43%)

716 508 487 388 161 854
(60%) (42%) (40%) (31%) (13%) (69%)

233 135 0 170 52 117
(100%) (58%) ( 0%) (59%) (18%) (41%)

483 373 487 218 109 737
(50%) (38%) (50%) (23%) (11%) (77%)

803 581 487 450 178 871
(62%) (45%) (38%) (34%) (13%) (66%)

２巡目点検（2019～2023年度）

1,242

287

955

1,321合　計 1,290

58

21

地方公共
団体 計

1,203

県 233

市町村 970

表　橋梁の判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況

国土交通省 71

高速道路
会社

16

管理者

１巡目点検（2014～2018年度）



判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置状況

過年度の点検（2014～2023 年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ず
るべき状態（区分Ⅳ）と判定された橋梁のうち、修繕等の措置に着手した割合は、東北各県と比較して
低くなっている。

23%

77% 14%

25%

12%

16%

15%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

福島県

山形県

秋田県

宮城県

岩手県

青森県

修繕完了率 修繕着手率

33%

23%

51%

38%

36%

35%

●東北６県市町村 修繕着手状況
（政令市を除く）

修繕着手率が低い

960/8,525

59%

41%

要対策数

288橋

秋田県
（点検済 2,267橋）

86%

14%

要対策数

58橋

国土交通省
（点検済 631橋）

高速道路会社
（点検済 369橋）

市町村
（点検済 8,525橋）

要対策数

960橋

57%

43%

要対策数

21橋

【点検済】

計 11,792橋

Ⅰ：健全

Ⅱ：予防保全

Ⅲ：早期措置

Ⅳ：緊急措置

【要対策】

計 1,327橋

点検結果

（４段階評価）

●秋田県内橋梁の現状

・未着手
・着手済

【修繕】

※右側数字 要対策橋梁数／点検済橋梁数

515/4,219

1,285/12,399

578/8,220

772/9,731

566/5,675

［データ出典：東北各県の道路メンテナンス概要（2025年3月）］

■橋梁の判定区分Ⅲ・Ⅳの修繕等措置の実施状況（東北６県との比較）



長寿命化修繕計画の必要性

［出典：秋田県建設部資料］

《秋田県橋梁長寿命化修繕計画（令和5年3月一部修正）》より

１巡目点検（H26～H30）で、健全度Ⅲと診断された県管理橋梁237橋のうち、修繕着手し

た橋梁数は202橋（85％）で、そのうち完了済は93橋（39％）、未完了は143橋（60％）です。

１巡目点検（H26～H28）で、健全度Ⅰ、Ⅱと診断された橋梁のうち、措置を講じないまま

次回点検で健全度Ⅲに遷移した割合は、県管理橋梁で7％です。（R5.1現在不明橋梁除く）

4.1 １巡目の点検結果と措置対応



《秋田県橋梁長寿命化修繕計画（令和5年3月一部修正）より

長寿命化修繕計画の必要性

修繕単価は、損傷や劣化が重大になるほど高くなります。

損傷が軽微な段階で修繕を行うことにより、施設を長寿命化させる「予防保全」への本格

転換を図るためには、健全度Ⅲを早急に解消させることが必要です。

4.2 長寿命化修繕計画の必要性

［出典：秋田県建設部資料］



判定区分Ⅳの橋梁の対応
■判定区分Ⅳの橋梁の措置状況

［出典：国土交通省、秋田の道路メンテナンス概要（2025年3月）］

2023年度末時点で判定区分Ⅳと診断された橋梁は、2022年度末時点の 8 橋から 16橋に増加し、内 7 橋は
修繕・架替、3 橋は対応未定、6 橋は撤去・廃止中となっている。
社会構造の変化や老朽化の進展、厳しい地方財政状況等を考慮すると、集約・撤去の取組が重要

●判定区分Ⅳの橋梁の措置状況 ●「道路橋の集約・撤去事例集」の公表 ※最新版R7.3

●集約・撤去に取り組むメリット
〇管理者としてのメリット
・維持管理・更新費等の縮減
・管理瑕疵リスクの除去
・管理負担の軽減（点検や補修等の実施に伴う手続き・
調整・管理等）

・河積阻害の解消（治水効果の向上）
〇利用者・周辺住民にとってのメリット
・橋による事故の危険性の排除
・集約・撤去による付加的なメリット



地方公共団体職員の現状

都道府県を含めた地方公共団体における常勤の職員数は、1994年(平成６年)の約328万人をピークとして、
2016年(平成28年)まで一貫して減少している。その後は微増し、2023年(令和５年)は約280万人となっている
が、ピーク時に比べ、約48万人（15％）減少している。
また、市区町村の技術系職員（土木技師及び建築技師）数では、５人以下が全体（1,741団体）の約半数を

占め、１人もいない市区町村も25％を占める状況となっている。（令和6年4月時点）
なお、市区町村全体の職員数は微増傾向に変化したのに対し、土木部門の職員数は横ばいとなっている。

■市町村職員等の不足

［データ出典：令和7年度版 国土交通白書］

●地方公共団体における常勤の職員数の推移 ●市区町村における技術系職員数

表 ２巡目点検 判定区分毎 橋梁数表 １巡目点検 判定区分毎 橋梁数



２．持続可能なインフラメンテナンスの実現



公共事業関係費の推移

［出典：国土交通省（令和8年度予算概算要求資料）］
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■ 国土強靭化の取組

国土強靭化とは、地震や津波、台風などの自然災害に強い国づくり・地域づくりを行い、大災害が発生しても人命保護・被災の最小化・経済社会の維持・
迅速な復旧復興ができるよう目指す取組のことです。行政だけでなく企業・地域・個人での取組や、ハード面だけでなくソフト面の取組も含まれます。

■ 国土強靭化の枠組

国土強靭化の取組

国土強靱化については国と地方自治体が協力して進めています。国の取組としては国土強靱化基本計画に沿って策定された「防災・減災、国土強靱化のた
めの3か年緊急対策」「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」があり、これをもとに毎年の計画を立て、対策を行っています。

［出典：内閣官房資料］



〇本対策は、「重要インフラの緊急点検の結果及び対応方策」のほか、ブロック塀等に関する既往点検の結果等を踏まえ、
　・防災のための重要インフラ等の機能維持
　・国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持
の観点から、国土強靱化基本計画における45のプログラムのうち、重点化すべきプログラム等20プログラムに当たるもので、特に緊急
に実施すべきハード・ソフト対策について、３年間で集中的に実施する。
〇緊急対策160項目
〇財政投融資の活用を含め、おおむね７兆円程度を目途とする事業規模をもって実施。

Ⅰ．防災のための重要インフラ等の機能維持 おおむね3.5兆円程度
（１）大規模な浸水、土砂災害、地震・津波等による被害の防止・最小化 等
（２）救助・救急、医療活動などの災害対応力の確保
Ⅱ．国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持 おおむね3.5兆円程度
（１）電力等エネルギー供給の確保
（２）食料供給、ライフライン、サプライチェーン等の確保 等

対策期間 　平成30年度（2018年度）～令和2年度（2020年度）の３年間

取り組む対策
の内容

事業規模の目途

基本的な考え方

［参照：内閣官房、国土交通省資料］

■防災・減災、国土強靭化のための３カ年緊急対策

図 国土交通省所管事業 対策事例

国土強靭化の取組



国土強靭化の取組
■防災・減災、国土強靭化のための５カ年加速化対策

図 国土交通省所管事業 対策事例

［参照：内閣官房、国土交通省資料］

〇　近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、南海トラフ地震等の大規模地震は切迫している。また、高度成長期
　以降に集中的に整備されたインフラが今後一斉に老朽化するが、適切な対応をしなければ負担の増大のみならず、社会経済システ
　ムが機能不全に陥るおそれがある。
〇　このような危機に打ち勝ち、国民の生命・財産を守り社会の重要な機能を維持するため、防災・減災、国土強靱化の取組の加速
　化・深化を図る必要がある。また、国土強靱化の施策を効率的に進めるためにはデジタル技術の活用等が不可欠である。
〇　このため、下記の各分野について、更なる加速化・深化を図ることとし、令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業規
　模等を定め、重点的・集中的に対策を講ずる。
〇対策数：１２３対策
〇追加的に必要となる事業規模：おおむね１５兆円程度を目途

１ 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策[７８対策] おおむね12.3兆円程度
２ 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策[２１対策] おおむね2.7兆円程度
３ 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進[２４対策] おおむね0.2兆円程度

対策期間 　令和3年度（2021年度）～令和7年度（2025年度）の５年間

重点的に取り組む
対策

事業規模

基本的な考え方



国土強靭化の取組
■第１次国土強靭化実施中期計画

［参照：内閣官房資料］

〇防災・減災、国土強靭化の取組の切れ目ない推進
〇近年の災害（能登半島地震・豪雨、秋田・山形豪雨、台風10号、日向灘地震等）
〇５か年加速化対策等の効果（被害軽減・早期復旧への貢献、地域防災力の高まり等）
〇状況変化への対応（３つの変化への対応）
　・災害外力・耐力の変化への対応 …　気象変動に伴う気象災害への「適応」と「緩和」策の推進

　　埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえたインフラ対策の推進　等
　・人口減少等の社会状況等の変化への対応 …　「半島防災・強靭化」等の推進　　等
　・事業実施環境の変化への対応 …　革新的技術による自動化・遠隔操作化・省人化　　等

計画期間 　令和８年度～令和12年度の５年間
　おおむね20兆円程度を目途

（今後の資材価格・人件費高騰等の影響については予算編成過程で適切に反映）
〇計画期間内に実施すべき施策（全326施策）

１．国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理 おおむね5.8兆円程度
２．経済発展の基礎となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化 おおむね10.6兆円程度
３．デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化 おおむね0.3兆円程度
４．災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化 おおむね1.8兆円程度
５．地域における防災力の一層の強化 おおむね1.8兆円程度

〇推進が特に必要となる施策（全114施策）【抜粋】 ※おおむね20年から30年程度を一つの目安として施策目標を設定
１．防災インフラの整備・管理 28施策（76指標）

・関係省庁の枠を超えた流域治水対策等の推進
・予防保全型メンテナンスへの早期転換 等

２．ライフラインの強靱化 42施策（87指標）
・予防保全型メンテナンスへの早期転換
・上下水道システムの耐震化を始めとした耐災害性の強化 　等

４．官民連携強化 13施策（18指標）
・生活の基盤となる住宅・建築物の耐震化 等

基本的な考え方

施策の内容

対策の事業規模



第１次国土強靭化実施中期計画

［出典：内閣官房資料］



国による地方への財政的・技術的支援

［出典：国土交通省（令和8年度予算概算要求資料）］



［出典：国土交通省資料］

国による地方への財政的・技術的支援



「群マネ」の推進

［出典：国土交通省資料］



［出典：国土交通省（群マネの手引きver.1）］

■群マネの類型

●群マネの手引きver.１

■ 広域連携の群マネ

■ 他分野連携の群マネ

「群マネ」の推進



［出典：国土交通省（群マネの手引きver.1）］

■群マネの取組（県内の先行事例）
■ 先行事例（広域連携✕橋梁関係）■ 先行事例（多分野連携✕日常維持管理業務）

■群マネの類型
■ プロセスの束

「群マネ」の推進



３．インフラメンテナンスに係る当財団の取組



［出典：国土交通省（群マネの手引きver.１）］

■「群マネの手引きver.１」における取組事例
■ 先行事例（広域連携✕橋梁関係）

当財団による市町村支援（道路施設点検等）

※再掲

「群マネの手引きver.１」裏表紙 「警告」「注意」

「群マネの手引きver.１」表紙



〇 県の支援を受けて、県内全市町村と当センター、ＮＰＯ法
人「秋田道路維持支援センター」が任意団体である「市町村
橋梁等長寿命化連絡協議会」を設立

〇 技術職員不足等の課題を抱える市町村が、道路施設のメン
テナンスサイクル（点検、診断、措置、記録）を適切に実施
するため、各市町村の道路施設点検を集約して発注する「包
括発注」を実施

橋梁等点検の包括発注 パッケージ型の支援

〇 市町村の実情やニーズを把握することにより、橋梁等道
路インフラの点検、補修計画・設計、補修工事、登録管理
など一連のメンテナンスサイクル業務を包括的に支援
（点検は橋長５ｍ未満の小規模橋梁で実施）

〇 支援メニューは、内容と経費を併せて一括明示している
ことから、市町村の選択が容易

〇 令和３年度から実施し、年々委託する市町村は増加

■組織体制
プロセス

メニュー

■事業のイメージ

※包括発注制度活用による効果
①コンサルタントへの発注業務
や監督業務の省力化

②点検成果をデータベース化
③点検業務後の調査、補修設計
に関する技術支援

■２巡目点検の実績

点検結果や診断に関する協議
（参考）１巡目点検の修繕措置着手率

定期点検(小規模橋梁) 補修方針の助言 工事監督員補助

当財団による市町村支援（道路施設点検等）

管理区分 国 県 市町村
措置率 100% 100% 50%

※対象は判定区分Ⅲ、Ⅳ。2024年3月時点

※パッケージ型支援活用による効果
①道路インフラメンテナンスに
ついて一連の契約が可能

②包括契約により契約事務の軽
減のほか、業務の柔軟な契約、
変更が可能

■実績
活用市町村数（市町村数）

（年度）

※包括発注によらない橋梁数
（秋田市、小規模橋梁等点検など）



まとめ

■社会情勢の変化や気候変動
・地震、気候変動による豪雨や台風などにより、自然災害が頻発化、激甚化
・道路施設の老朽化が進行し、10年後には建設後50年を経過する橋梁は６割を超過
・全国的に市町村の土木部門の職員数は横ばいだが、約５割の団体は５人以下

■橋梁等の老朽化の評価とその対策
・平成26年度に法定点検が始まり、令和７年度は３巡目点検の２年目
・建設後50年を経過した橋梁数は増加しているものの、修繕等が必要な判定区分Ⅲ、Ⅳの
橋梁数は同程度で推移

・市町村が管理する修繕が必要な橋梁の措置着手・完了率が低水準。修繕のほか集約・撤
去の取組も検討することが重要

■国による地方自治体への財政的・技術的支援
・防災・減災、国土強靭化の取組として、予防保全型メンテナンスへの早期転換を重点化
・道路メンテナンス事業補助制度を活用した優先的な支援
・効率的・効果的にマネジメントする「地域インフラ群再生戦略マネジメント」の推進
（導入検討から実践までサポートする手引き書の作成）

    
■当財団による市町村への支援
・橋梁、トンネル等の点検の包括発注やパッケージ型の支援を実施

パッケージ型の支援
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